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(57)【要約】
【課題】画素間のリーク電流を抑制した表示装置および
電子機器を提供する。
【解決手段】本開示にかかる表示装置は、有機電界発光
層と、前記有機電界発光層の一方の主面側に配置され、
複数の画素に共通する第１の電極と、前記有機電界発光
層の他方の主面側に、かつ前記画素毎に個別に配置され
る複数の第２の電極と、前記有機電界発光層の他方の主
面側に、かつ、前記複数の第２の電極同士の間に配置さ
れる複数の第３の電極と、を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有機電界発光層と、
　前記有機電界発光層の一方の主面側に配置され、複数の画素に共通する第１の電極と、
　前記有機電界発光層の他方の主面側に、かつ前記画素毎に個別に配置される複数の第２
の電極と、
　前記有機電界発光層の他方の主面側に、かつ、前記複数の第２の電極同士の間に配置さ
れる複数の第３の電極と、を有する、表示装置。
【請求項２】
　前記有機電界発光層に対し電圧が印加される際に、前記第１の電極の電位が前記第２の
電極の電位よりも小さく、かつ、前記第３の電極の電位が前記第１の電極の電位に前記有
機電界発光層についての閾値電圧を加えた値よりも小さい、請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記第３の電極の電位は、前記第１の電極の電位以下である、請求項２に記載の表示装
置。
【請求項４】
　前記第３の電極の電位と前記第１の電極の電位とが同一である、請求項２に記載の表示
装置。
【請求項５】
　前記第３の電極は、平面視にて島状に配置されている、請求項１に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記第３の電極は、平面視にて、互いに隣接する複数の前記第２の電極から等間隔とな
るように配置されている、請求項１に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記第２の電極と、前記第３の電極とは、同一層内に配置されている、請求項１に記載
の表示装置。
【請求項８】
　前記有機電界発光層は、平面視にて、前記複数の画素に渡り連続して形成されている、
請求項１に記載の表示装置。
【請求項９】
　前記有機電界発光層に対し電圧が印加される際に、前記第１の電極の電位が前記第２の
電極の電位よりも大きく、かつ、前記第３の電極の電位が前記第１の電極の電位から前記
有機電界発光層についての閾値電圧を減じた値よりも大きい、請求項１に記載の表示装置
。
【請求項１０】
　有機電界発光層と、
　前記有機電界発光層の一方の主面側に配置され、複数の画素に共通する第１の電極と、
　前記有機電界発光層の他方の主面側に、かつ前記画素毎に個別に対応して配置される複
数の第２の電極と、
　前記有機電界発光層の他方の主面側に、かつ、前記複数の第２の電極同士の間に配置さ
れる複数の第３の電極と、を有する表示部を備える、電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、表示装置および電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、モバイル用途の表示装置では、高精細化および低消費電力化への要求が高まって
いる。
【０００３】
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　例えば、下記の特許文献１に開示される有機電界発光素子（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｅｌｅｃ
ｔｒｏ－Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ　Ｄｉｏｄｅ：ＯＬＥＤ）を用いた表示装置は、自発
光型であり、かつ消費電力が低いため、モバイル用途への適用が期待されている。
【０００４】
　ただし、このような有機電界発光素子では、有機電界発光層をすべての発光素子で共通
に設けているため、隣接する発光素子の間で駆動電流のリークが発生しやすかった。
【０００５】
　このため、特許文献１においては、発光素子同士の間に、電極および電荷輸送層を遮断
するレリーフパターンを配置する技術が開示されている。また、特許文献２においては、
正孔輸送層の各画素の発光領域以外の部分を紫外線により表面処理し、紫外線が照射され
た部位の抵抗値を増大させ、画素間のリーク電流を抑制する技術が開示されている。さら
に、特許文献３においては、発光素子に対し周期的な駆動電圧の印加を行い、リーク電流
を抑制する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特表２００３－５３０６６０号公報
【特許文献２】特開２００４－１５８４３６号公報
【特許文献３】特開２０１４－５２６１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、有機エレクトロルミネッセンス（有機ＥＬ）ディスプレイにおいては、一般
に、有機電界発光素子をガラス基板上に形成した薄膜トランジスタで駆動することにより
表示が行われている。テレビやスマートフォンのディスプレイ等の用途においては、トラ
ンジスタのチャネル材料として、例えばアモルファスシリコンや多結晶シリコンが用いら
れている。
【０００８】
　一方で画素ピッチが１０μｍ以下、解像度が２５００ｐｐｉを超えるような高精細でな
おかつ小型の表示装置に対しては、Ｓｉ上に形成したＭＯＳ（Ｍｅｔａｌ－Ｏｘｉｄｅ－
Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）トランジスタにより有機電界発光素子を駆動する場合があ
る。
【０００９】
　特許文献１および２において開示される技術は、このような画素ピッチが高精細な表示
装置に対して適用するのが困難である。また、特許文献３において開示される技術は、駆
動電圧の制御が極めて煩雑である。
【００１０】
　そこで、本開示では、画素間のリーク電流を抑制することが可能な、新規かつ改良され
た表示装置および電子機器を提案する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本開示によれば、有機電界発光層と、前記有機電界発光層の一方の主面側に配置され、
複数の画素に共通する第１の電極と、前記有機電界発光層の他方の主面側に、かつ前記画
素毎に個別に配置される複数の第２の電極と、前記有機電界発光層の他方の主面側に、か
つ、前記複数の第２の電極同士の間に配置される複数の第３の電極と、を有する表示装置
が提供される。
【００１２】
　また、本開示によれば、有機電界発光層と、前記有機電界発光層の一方の主面側に配置
され、複数の画素に共通する第１の電極と、前記有機電界発光層の他方の主面側に、かつ
前記画素毎に個別に対応して配置される複数の第２の電極と、前記有機電界発光層の他方
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の主面側に、かつ、前記複数の第２の電極同士の間に配置される複数の第３の電極と、を
有する表示部を備える、電子機器が提供される。
【００１３】
　本開示によれば、画素間のリーク電流を抑制した表示装置および電子機器を提供するこ
とができる。したがって、リーク電流による意図しない画素の発光およびこれに伴う表示
画像の色域の低下を防止することができる。
【発明の効果】
【００１４】
　以上説明したように本開示によれば、画素間のリーク電流を抑制した表示装置および電
子機器を提供することができる。
　なお、上記の効果は必ずしも限定的なものではなく、上記の効果とともに、または上記
の効果に代えて、本明細書に示されたいずれかの効果、または本明細書から把握され得る
他の効果が奏されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本開示の一実施形態に係る表示装置を模式的に示す断面図である。
【図２】図１に示す表示装置の個別電極および第３の電極の配置を説明するための模式的
な平面図である。
【図３】図１に示す表示装置の個別電極の構成を説明するための模式的な断面図である。
【図４】図１に示す表示装置が備える有機電界発光素子の模式的な回路図である。
【図５】表示装置におけるリーク電流と発光電流との関係を示すグラフである。
【図６】表示装置における輝度とリーク電流および発光電流との関係を示すグラフである
。
【図７】本開示の一変形例における個別電極および第３の電極の形状および配置を示す平
面図である。
【図８】本開示の一変形例における個別電極および第３の電極の形状および配置を示す平
面図である。
【図９】本開示の一変形例における個別電極および第３の電極の形状および配置を示す平
面図である。
【図１０】本開示の一変形例における個別電極および第３の電極を説明する模式的な断面
図である。
【図１１】本開示の一変形例における個別電極および第３の電極を説明する模式的な断面
図である。
【図１２】本開示の一変形例における個別電極および第３の電極を説明する模式的な断面
図である。
【図１３】本開示の一変形例に係る表示装置を模式的に示す断面図である。
【図１４】本開示の一変形例における個別電極の構成を説明するための模式的な断面図で
ある。
【図１５】第３の電極を有さない表示装置の一例を模式的に示す断面図である。
【図１６】図１５に示す表示装置が構成する画素の配置を示す平面図である。
【図１７】個別電極間のリーク電流を説明するための模式図である。
【図１８】個別電極間のリーク電流を説明するための模式図である。
【図１９】有機電界発光層の電圧と電流との関係を模式的に示すグラフである。
【図２０】図１５に示す表示装置が備える、個別電極の模式的な配置図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。また、図中の各部材の大きさは、
説明を容易とするため適宜強調されており、実際の寸法、部材間の比率を示すものではな
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い。
【００１７】
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
　１．本開示の背景および概要
　　１．１．表示装置におけるリーク電流の問題
　　１．２．本開示によるリーク電流の抑制の概要
　２．表示装置の構成
　３．リーク電流の影響の検証
　４．変形例
　５．まとめ
【００１８】
　＜１．本開示の背景および概要＞
【００１９】
　［１．１．表示装置におけるリーク電流の問題］
　まず、本開示の詳細な説明に先立ち、有機電界発光素子を用いた表示装置におけるリー
ク電流の問題について説明する。図１５は、後述する第３の電極を有さない表示装置の一
例を模式的に示す断面図、図１６は、図１５に示す表示装置が構成する画素の配置を示す
平面図、図１７および図１８は、個別電極間のリーク電流を説明するための模式図、図１
９は、有機電界発光層の電圧と電流との関係を模式的に示すグラフ、図２０は、図１５に
示す表示装置が備える、個別電極の模式的な配置図である。
【００２０】
　図１５に示す表示装置２００は、アクティブマトリクス型の有機電界発光素子を用いた
表示装置である。表示装置２００においては、層間絶縁膜２８０上に有機電界発光層２１
０が配置されており、有機電界発光層２１０の層間絶縁膜２８０側にはアノードとしての
個別電極２２０が、反対側にはカソードとしての透明共通電極２３０が配置されている。
そして、透明共通電極２３０上には、保護絶縁膜２４０、カラーフィルタ層２５０、封止
樹脂２６０およびカバーガラス２７０がこの順で積層されている。一方で、層間絶縁膜２
８０中には、個別電極２２０を図示せぬ画素駆動回路に接続するコンタクト２８１および
配線２８３が配置されている。
【００２１】
　有機電界発光層２１０は、例えば透明共通電極２３０と個別電極２２０との間で電圧が
印加された際に、白色光を発することができる。有機電界発光層２１０から放出された白
色光は、透明共通電極２３０および保護絶縁膜２４０を通過して、カラーフィルタ層２５
０に入射する。カラーフィルタ層２５０は、個別電極２２０毎に対応して区分された、赤
色カラーフィルタ２５０Ｒと、緑色カラーフィルタ２５０Ｇと、青色カラーフィルタ２５
０Ｂとを有している。赤色カラーフィルタ２５０Ｒ、緑色カラーフィルタ２５０Ｇおよび
青色カラーフィルタ２５０Ｂは、入射光をそれぞれ赤色、緑色および青色に変換し、封止
樹脂側へ向けて出射する。出射した光は、さらに、封止樹脂２６０およびカバーガラス２
７０を通過して、外部へ放出される。
【００２２】
　そして、アクティブマトリクス型の表示装置２００における画素配列は、一例として平
面視にて図１６に記載されるものが挙げられる。図１６に示すように個別電極２２０およ
び対応する赤色カラーフィルタ２５０Ｒ、緑色カラーフィルタ２５０Ｇおよび青色カラー
フィルタ２５０Ｂにより、サブピクセルとしての赤色画素ＳＰＲ、緑色画素ＳＰＧおよび
青色画素ＳＰＢが形成される。このような多数の赤色画素ＳＰＲ、緑色画素ＳＰＧおよび
青色画素ＳＰＢは、赤、緑、青の三原色の発光を可能とし、１つのピクセルを構成する。
このようなピクセルをマトリクス状に配置することにより、入力された信号に対応する画
像を、カラー表示する表示パネルが構成される。
【００２３】
　ここで、画素間におけるリーク電流について検討する。図１７および図１８は、個別電
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極２２０間のリーク電流を説明する模式図、図１９は、有機電界発光層２１０への電圧印
加時における個別電極（アノード）２２０の電圧と電流との関係を模式的に示すグラフで
ある。本開示者らが種々の表示素子を試作して検討した結果、個別電極２２０間を流れる
リーク電流が非発光の個別電極２２０の電位を大きく引き上げるケースが認められ、その
リーク電流の主たる経路は、図１６に示す有機電界発光層２１０の下層部分であることが
わかった。以下、詳細に説明する。
【００２４】
　上述した表示装置２００においては、有機電界発光層２１０が色毎には分離されておら
ず、サブピクセルに対応する個別電極２２０が有機電界発光層２１０の下層において接続
されている。有機電界発光層２１０は、その性質上良好な絶縁体ではなく、隣接する個別
電極２２０間のリーク電流を完全に抑制するのは困難である。すなわち、有機電界発光層
２１０の個別電極２２０側には、正孔等の電荷を注入しやすい有機材料層が配置されてお
り、したがって、このような有機材料層をリーク経路として経由して電流がリークし得る
。典型的には、有機電界発光層２１０のシート抵抗は、１０１２Ω/□程度またはこれ以
下であると考えられる。
【００２５】
　このような有機電界発光層２１０のリーク経路を考慮すると、隣接する個別電極２２０
間のリーク電流が流れる部分の抵抗ＲＩＥ－ＩＥは、（有機電界発光層２１０のシート抵
抗Ω／□）×（個別電極２２０間距離）／（個別電極２２０の一辺の長さ）で近似的に表
わされる。そして、リーク電流の量は、電圧印加時における有機電界発光層２１０の厚さ
方向の抵抗ＲＳＰと上記個別電極２２０間の抵抗ＲＩＥ－ＩＥとの関係に影響を受ける。
【００２６】
　一方で、図１９に示された発光電流特性を鑑みると、有機電界発光層２１０は、個別電
極２２０による印加電圧が比較的小さい場合において、その発光電流が極端に小さい。す
なわち、つまり、電流－電圧特性がオーミックではなく３．５Ｖ付近から急激に立ち上が
る形になっており、印加電圧が低い場合には、有機電界発光層２１０の厚さ方向の抵抗Ｒ

ＳＰは大きい。したがって、低輝度の発光により表示を行いたい場合、抵抗ＲＩＥ－ＩＥ

に対する抵抗ＲＳＰが大きくなり、リーク電流の影響は大きくなる。
【００２７】
　したがって、図１５に示されるような表示装置２００においては、有機電界発光層２１
０に給電する個別電極２２０同士の間で意図せず流れるリーク電流を抑制することが困難
である。また、リーク電流は、低輝度の表示を行うために有機電界発光層２１０に対し低
電圧を印加した際により影響が顕著に表れると考えられた。
【００２８】
　以上説明した個別電極２２０間を流れるリーク電流は、表示装置２００の色域の低下を
引き起こし得る。青色の画素ＳＰＢのみを発光させて純粋な青色を表示させようとした場
合には、例えば図２０において図中の中央の個別電極２２０Ｂと透明共通電極２３０との
間で電圧を印加することができる。しかしながら、図２０中矢印で示すように、これに隣
接する赤や緑の画素ＳＰＲ、ＳＰＧに対応する周囲の個別電極２２０Ｒ、２２０Ｇへリー
ク電流が流れてしまう。この結果、画素ＳＰＢの周囲の画素ＳＰＲ、ＳＰＧが赤色や緑色
に光ってしまうので、画素ＳＰＢにおいて表示される青色の色純度が落ちてしまう。赤・
緑といった他の色を発色させる際にも同様の現象が起こるので、表示できる色域が狭くな
ってしまう。
【００２９】
　さらに、微細な画素ピッチＰＰを有する表示装置においては、特に、リーク電流によっ
てひき起こされる低輝度における色再現性の低下が顕著となる。以下、具体的に説明する
。画素間ピッチＰＰを微細化する場合には、個別電極２２０の配置を相似形を保つように
微細化するのが大まかには妥当と言え、例えば個別電極２２０の大きさを半分にする場合
にはお互いに隣接する個別電極２２０間の距離も約半分にするのが現実的である。これは
、製造時におけるフォトリソグラフィーの精度に基づき、個別電極２２０の寸法および個
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別電極２２０間距離を設定するためである。
【００３０】
　ここで、有機電界発光層２１０の電流電圧特性を単純な抵抗で近似させると、有機電界
発光層２１０の抵抗は個別電極２２０の面積に反比例する。例えば、画素ピッチＰＰを１
／２に設定した場合、個別電極２２０に対応する有機電界発光層２１０の部分の抵抗ＲＳ

Ｐは、４倍に上昇する。
　一方で、個別電極２２０間の抵抗ＲＩＥ－ＩＥは、画素ピッチＰＰを変更しても個別電
極２２０間距離と個別電極２２０の一辺の長さとの比が変わらないため、上記の式を鑑み
ると、変化がないと考えられる。したがって、画素ピッチＰＰを小さくするほど、個別電
極２２０間の抵抗ＲＩＥ－ＩＥに対する有機電界発光層２１０の部分の抵抗ＲＳＰが画素
ピッチＰＰの二乗に反比例して増加し、個別電極２２０間のリーク電流の影響が大きくな
る。この結果、表示装置２００の低輝度における色再現性の低下が生じやすくなる。
【００３１】
　［１．２．本開示によるリーク電流の抑制の概要］
　以上説明したように、本開示者らは、個別電極２２０間のリーク電流の発生が有機電界
発光層２１０を経由していることを特定した。さらに、本開示者らは、リーク電流が表示
装置２００の色再現性、特に低輝度での色再現性に影響を与え、画素ピッチＰＰを小さく
するほどリーク電流の影響が大きくなることを見出した。
【００３２】
　このようなリーク電流の影響を抑制することを目的として、本開示者らは、図１、図２
に示すように、個別電極２０（２０Ｂ、２０Ｇ、２０Ｒ）間に、さらなる電極（後述する
第３の電極）９０を配置することを検討した。そして、本開示者らは、第３の電極９０の
電位を個別電極２０の電位よりも透明共通電極３０の電位に近く設定することにより、個
別電極２０において生じたリーク電流を第３の電極９０により吸収できることを見出した
。以下、本開示についてより詳細に説明する。
【００３３】
　＜２．表示装置の構成＞
　次に、本実施形態に係る表示装置について、詳細に説明する。図１は、本実施形態に係
る表示装置の一例を模式的に示す断面図、図２は、図１に示す表示装置の個別電極および
第３の電極の配置を説明するための模式的な平面図、図３は図１に示す表示装置の個別電
極の構成を説明するための模式的な断面図、図４は図１に示す表示装置が備える有機電界
発光素子の模式的な回路図である。
【００３４】
　図１～図４に示す表示装置１００は、アクティブマトリクス型の有機電界発光素子を備
えたトップ・エミッション型の表示装置である。表示装置１００においては、層間絶縁膜
８０上に有機電界発光層１０が配置されており、有機電界発光層１０の層間絶縁膜８０側
の主面にはアノードとしての個別電極（第２の電極）２０が、反対側の主面にはカソード
としての透明共通電極（第１の電極）３０が配置されている。さらに、有機電界発光層１
０の層間絶縁膜８０側の主面の個別電極２０間には、第３の電極９０が配置されている。
そして、透明共通電極３０上には、保護絶縁膜４０、カラーフィルタ層５０、封止樹脂６
０およびカバーガラス７０がこの順で積層されている。また、層間絶縁膜８０中には、個
別電極２０を画素駆動回路に接続するコンタクト８１および配線８３ならびに第３の電極
９０と接続されるコンタクト８５および配線８７が配置されている。なお、層間絶縁膜８
０中およびその下層の半導体基板（図示せず）には、図４に示すような有機電界発光素子
ＯＬＥＤを駆動するための回路が適宜配置されている。
【００３５】
　本実施形態においては、表示装置１００は、表示装置２００と同様に、図１６に示され
るような赤色の画素ＳＰＲ、緑色の画素ＳＰＧ、青色の画素ＳＰＢが、六角形のサブピク
セルを構成し、赤色の画素ＳＰＲ、緑色の画素ＳＰＧ、青色の画素ＳＰＢが組み合わされ
て一つのピクセルを構成する。そして、これらのピクセルがマトリクス状に配置されるこ
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とにより、画像の表示が可能となる。
【００３６】
　有機電界発光層１０は、有機発光材料を含み、全ての有機電界発光素子ＯＬＥＤに共通
の連続膜として、個別電極２０および層間絶縁膜８０の上に設けられる。また、有機電界
発光層１０は、個別電極２０と、透明共通電極３０との間で電界が印加されることによっ
て発光する。
【００３７】
　具体的には、電界が印加された場合、有機電界発光層１０には、個別電極２０から正孔
が注入され、透明共通電極３０から電子が注入される。注入された正孔および電子は、有
機電界発光層１０中で再結合することで励起子を形成し、励起子のエネルギーが有機発光
材料を励起させることで、有機発光材料から蛍光またはりん光を発生させる。
【００３８】
　ここで、有機電界発光層１０は、複数の機能層を積層した多層構造で形成されてもよい
。例えば、有機電界発光層１０は、個別電極２０側から正孔注入層、正孔輸送層、発光層
、電子輸送層、および電子注入層を順に積層した構造で形成されてもよい。また、有機電
界発光層１０は、複数の発光層を電荷発生層または中間電極を介して接続した、いわゆる
タンデム型構造で形成されてもよい。
【００３９】
　有機電界発光層１０は、その層構成に応じて、正孔輸送材料、電子輸送材料、電電荷輸
送材料、および有機発光材料等により構成される。このような各材料は、限定されるもの
ではなく、適宜公知の材料を組み合わせて採用することが可能である。
　また、有機電界発光層１０が発する光の波長は、適宜用途に応じて設定でき、本実施形
態に係る表示装置１００においては、発光色が白色となるように発光波長が設定される。
【００４０】
　また、上記したように有機電界発光層１０は、有機電界発光素子ＯＬＥＤに共通の連続
膜であり、平面視にて複数の画素に渡り連続して形成されている。ここで、画素ピッチが
数十ミクロン以上などの有機エレクトロルミネッセンスディスプレイの場合には、赤、緑
、青のそれぞれの色を発光するような有機電界発光層をマスク蒸着などで色毎に分割して
形成する場合もある。しかしながら、画素ピッチが１０ｕｍ以下などのＳｉ－ＭＯＳを用
いた高精細小型ディスプレイの場合には色毎に有機電界発光層を分割して形成するのが難
しい。したがって、画素ピッチが小さい表示装置１００を製造する場合、白色に発光する
有機電界発光層１０を有効画素領域全体をカバーするように形成して、その上に配置した
カラーフィルタ層５０によって赤・緑・青の各色に分光する方式が適している。
【００４１】
　一方で有機電界発光層１０は、層の断絶がないことから、リーク電流が画素間で流れや
すい傾向にあると考えられる。しかしながら、本実施形態に係る表示装置１００において
は、リーク電流が後述する第３の電極９０に流れるため、リーク電流の画素間での移動が
抑制されている。
【００４２】
　透明共通電極３０は、有機電界発光素子ＯＬＥＤのカソードとして機能する。したがっ
て、有機電界発光層１０に対して電圧が印加される場合、透明共通電極３０の電位は、後
述する個別電極２０の電位よりも小さくなる。また、透明共通電極３０は、全ての発光素
子に共通した連続膜として、有機電界発光層１０の上に設けられる。透明共通電極３０は
、光透過性が高く、かつ仕事関数が小さい材料にて、光透過電極として形成されてもよい
。例えば、透明共通電極３０は、酸化インジウムスズ、酸化インジウム亜鉛、酸化亜鉛、
アルミニウムドープ酸化亜鉛、またはガリウムドープ酸化亜鉛などの透明導電性材料で形
成されてもよく、アルミニウム（Ａｌ）、マグネシウム（Ｍｇ）、銀（Ａｇ）、カルシウ
ム（Ｃａ）、またはナトリウム（Ｎａ）などの金属の合金によって光透過性を有する程度
に薄い（例えば、３０ｎｍ以下など）薄膜として形成されてもよい。また、透明共通電極
３０は、上述した金属または合金からなる膜を複数積層させたもので形成されてもよい。
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【００４３】
　個別電極２０は、画素毎に層間絶縁膜８０の上に設けられ、有機電界発光素子ＯＬＥＤ
のアノードとして機能する。図２に示すように、平面視にて、個別電極２０は、画素の配
置および形状に対応して所定の画素ピッチＰＰに基づき等間隔に配置される。具体的には
赤色の画素に対応する個別電極２０Ｒ、緑色の画素に対応する個別電極２０Ｇ、青色の画
素に対応する個別電極２０Ｂが、所定間隔の境界領域を挟んで、繰り返し配置される。ま
た、個別電極２０は、本実施形態において、平面視にて、それぞれ六角形をなしている。
【００４４】
　個別電極２０は、光反射率が高く、かつ仕事関数が大きい材料にて、光反射電極として
形成されてもよい。例えば、個別電極２０は、Ｃｒ、Ａｕ、Ｐｔ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｍｏ、Ｗ
、Ｔｉ、Ｔａ、Ａｌ、Ｆｅ、もしくはＡｇなどの金属の単体または合金などで形成されて
もよく、これらの金属膜を複数積層させたもので形成されてもよい。中でもＡｌは、可視
光の反射率が９０％以上と高く、給電と反射板としての機能を同時に有することができる
。Ａｌを個別電極２０として使用した場合、微量のＣｕが添加されていてもよい。
【００４５】
　また、個別電極２０は、図３に示すように、電極２０１と、導電性を有する光反射層２
０２とが積層されていてもよい。この場合、電極２０１は、有機電界発光層１０への正孔
の注入に適した材料を用いることもできる。また、電極２０１を、酸化インジウム亜鉛、
または酸化インジウムスズなどの透明導電性材料にて透明電極として形成してもよい。光
反射層２０２は、Ｃｒ、Ａｕ、Ｐｔ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｍｏ、Ｗ、Ｔｉ、Ｔａ、Ａｌ、Ｆｅ、
もしくはＡｇなどの金属の単体または合金で構成され得る。
【００４６】
　また、図１に示すように、複数の個別電極２０同士の境界領域には、有機電界発光層１
０の主面に接するように、第３の電極９０が複数配置されている。また、図２に示すよう
に、本実施形態において、複数の第３の電極９０は、平面視にて、互いに隣接する個別電
極２０Ｒ、２０Ｇ、２０Ｂから等間隔となるように、規則的に配置されている。別の観点
からは、複数の第３の電極９０は、平面視にて、各個別電極２０Ｒ、２０Ｇ、２０Ｂから
所定の距離離れるとともに、これを囲むようにして配置されている。
【００４７】
　そして、複数の第３の電極９０は、コンタクト８５および配線８７を介して表示装置１
００の内部回路と接続されており、共通して一定の電位に設定されている。具体的には、
有機電界発光層１０に対し電圧が印加される際に、第３の電極９０の電位は、透明共通電
極３０の電位に有機電界発光層１０についての閾値電圧を加えた値よりも小さくなるよう
に、設定されている。
【００４８】
　これにより、透明共通電極３０と個別電極２０とにより有機電界発光層１０に対し電圧
を印加し、これに起因して印加された個別電極２０からリーク電流が発生した場合であっ
ても、第３の電極９０にリーク電流が優先的に流れることができる。このため、印加され
た個別電極２０から隣接する個別電極２０へリーク電流が流れることが防止される。この
結果、意図しない個別電極２０と透明共通電極３０との間でリーク電流による電圧が生じ
有機電界発光層１０が発光することが防止される。
【００４９】
　具体的には、例えば図２に示すように図中中央の個別電極２０Ｂと透明共通電極３０と
の間で有機電界発光層１０に対し電圧を印加した際に、個別電極２０Ｂにおいて生じたリ
ーク電流は、周囲の第３の電極９０に優先的に流れる（図中矢印）。この結果、周囲の個
別電極２０Ｂ、２０Ｇにリーク電流が流れることが防止され、周囲の緑色、赤色画素が発
光することが防止される。この結果、個別電極２０Ｂに対応する青色画素の色純度の低下
が防止され、表示装置１００において広い色域での画像の表示が可能となる。
【００５０】
　上述したような第３の電極９０の電位は、好ましくは透明共通電極３０の電位以下であ
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る。これにより、より確実に個別電極２０において生じたリーク電流が、周囲の第３の電
極９０に優先的に流れることができる。また、本実施形態においては、個別電極２０は、
アノードであり、電圧印加時には正の電位を有することができる。したがって、第３の電
極９０の電位は、このような場合例えば０Ｖ以下とすることができる。
【００５１】
　さらに、第３の電極９０の電位は、透明共通電極３０の電位と同一であることが好まし
い。これにより、より容易に上述した第３の電極９０の電位の設定を達成できるとともに
、表示装置１００の構成が単純なものとなる。すなわち、第３の電極９０と透明共通電極
３０とを配線等で接続することができ、電位の管理を同一の配線において行うことが可能
となる。例えば、カソードとしての透明共通電極３０の電位が０Ｖに設定されている場合
、第３の電極９０の電位も０Ｖに設定することができる。また例えば、透明共通電極３０
を負電位に設定し、アノードとの間の電位差を高めて有機電界発光素子ＯＬＥＤの輝度を
高める場合、第３の電極９０の電位も負電位とすることができる。
【００５２】
　第３の電極９０の電位の下限値は特に限定されるものではなく、有機電界発光層１０に
逆方向の電流が実質的に流れない範囲内にあればよい。例えば、第３の電極９０の電位は
、透明共通電極３０の電位よりも１０Ｖ程度小さくてもよい。しかしながら、第３の電極
９０の電位を、透明共通電極３０の電位よりも大幅に低い電位、例えば５Ｖ以上低い電位
としても上述したリーク電流の抑制効果は大幅には向上しない。上述したリーク電流の抑
制効果は、第３の電極９０の電位を、透明共通電極３０の電位より２Ｖ低くすれば十分に
得られる。
【００５３】
　また、本実施形態において、複数の第３の電極９０は、個別電極２０と比較して小さな
面積を有する、島状の電極群である。このように、第３の電極９０を点状として複数配置
することにより、第３の電極９０の設置に要する面積を小さくすることができ、個別電極
２０の面積を比較的大きくすることができる。これにより、有機電界発光層１０の発光に
使用される面積を大きくすることができ、同一の輝度、同一の電流で有機電界発光層１０
を発光させた場合であっても、有機電界発光層１０中における電流密度を比較的小さくす
ることが可能となる。この場合、有機電界発光層１０の劣化を抑制することができ、表示
装置１００の長寿命化が可能となる。
【００５４】
　各第３の電極９０の面積は、コンタクト８５との接続が確保されるのであれば、特に限
定されるものではなく、表示装置１００の製造プロセスの精度に応じて小さくすることが
できる。例えば、各第３の電極９０の面積は、各個別電極２０の面積の５％以下、好まし
くは３％以下とすることができる。
【００５５】
　また、各第３の電極９０と隣接する個別電極２０との距離は、特に限定されず、第３の
電極９０と個別電極２０との間で短絡が生じない程度に離されて配置されている。
【００５６】
　また、第３の電極９０は、個別電極２０と同一の層内に配置されている。すなわち、第
３の電極９０は、製造時において同一のプロセスで、同時に形成される。これにより、容
易かつ確実に第３の電極９０を個別電極２０同士の間に配置することができるとともに、
第３の電極９０を確実に有機電界発光層１０と接するように配置することができる。
【００５７】
　また、第３の電極９０の材料や層構成は、個別電極２０の材料や層構成と同様とするこ
とができる。
【００５８】
　保護絶縁膜４０は、透明共通電極３０の上に設けられ、有機電界発光素子ＯＬＥＤを外
部環境から保護し、特に有機電界発光層１０への水分および酸素の侵入を防止する。保護
絶縁膜４０は、例えば、酸化シリコン（ＳｉＯｘ）、窒化シリコン（ＳｉＮｘ）、酸化ア
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ルミニウム（ＡｌＯｘ）、または酸化チタン（ＴｉＯｘ）などの光透過性が高く、透水性
が低い材料にて設けられてもよい。
【００５９】
　カラーフィルタ層５０は、保護絶縁膜４０の上に設けられ、有機電界発光素子ＯＬＥＤ
で発生した光を画素ごとに色分割する。具体的には、カラーフィルタ層５０は、個別電極
２０毎に対応して区分された、赤色カラーフィルタ５０Ｒと、緑色カラーフィルタ５０Ｇ
と、青色カラーフィルタ５０Ｂとを有している。赤色カラーフィルタ５０Ｒ、緑色カラー
フィルタ５０Ｇおよび青色カラーフィルタ５０Ｂは、有機電界発光層１０側からの入射光
をそれぞれ赤色、緑色および青色に変換し、封止樹脂６０側へ向けて出射する。また、カ
ラーフィルタ層５０は、赤色光、緑色光、または青色光に相当する可視光波長帯域の光を
選択的に透過させる樹脂層であってもよい。
【００６０】
　封止樹脂６０は、カラーフィルタ層５０上に配置され、カラーフィルタ層５０以下の各
部材を封止する。また、カバーガラス７０は、封止樹脂６０上に配置されて表示装置１０
０の表示部を保護する。
【００６１】
　層間絶縁膜８０は、有機電界発光層１０の下に配置され、個別電極２０および第３の電
極９０を担持する。同時に、層間絶縁膜８０は、個別電極２０を図示せぬ画素駆動回路に
接続するコンタクト８１および配線８３、ならびに第３の電極９０を外部回路に接続する
コンタクト８５および配線８７を収納する。なお、層間絶縁膜８０は、必要に応じて他の
配線や素子等も収納することができる。層間絶縁膜８０は、例えば、絶縁性の酸窒化シリ
コン等にて形成される。配線８３および８７は、銅（Ｃｕ）、アルミニウム（Ａｌ）等の
導電体で構成されており、外部回路に個別電極２０および第３の電極９０を接続する。
【００６２】
　なお、上述したように表示装置１００は、図示せぬ半導体基板等において表示装置１０
０の有機電界発光素子を駆動するための駆動回路を有している。駆動回路は、通常、ＭＯ
Ｓプロセスによって画素単位に分割して形成されている。ここで、表示装置１００の一画
素を構成する回路の一例について説明する。図４は、表示装置１００の一画素を構成する
回路の一例を説明する回路図である。
【００６３】
　図４に示すように、表示装置１００の一画素を構成する回路は、有機電界発光素子ＯＬ
ＥＤと、駆動トランジスタＤＴｒと、容量素子Ｃと、選択トランジスタＳＴｒとを含む。
【００６４】
　有機電界発光素子ＯＬＥＤは、上述したように、個別電極２０、有機電界発光層１０、
および透明共通電極３０が積層された自発光型の発光素子である。有機電界発光素子ＯＬ
ＥＤの個別電極２０は、駆動トランジスタＤＴｒを介して電源線ＰＬに接続されており、
有機電界発光素子ＯＬＥＤの透明共通電極３０は、接地電位となっているグラウンド線と
接続されている。有機電界発光素子ＯＬＥＤは、表示装置１００の一画素として機能する
。
【００６５】
　駆動トランジスタＤＴｒは、例えば、電界効果トランジスタである。駆動トランジスタ
ＤＴｒのソースまたはドレインの一方は、電源線ＰＬに接続されており、ソースまたはド
レインの他方は、有機電界発光素子ＯＬＥＤの個別電極２０に接続されている。また、駆
動トランジスタＤＴｒのゲートは、選択トランジスタＳＴｒのソースまたはドレインの一
方と接続されている。駆動トランジスタＤＴｒは、有機電界発光素子ＯＬＥＤと直列に接
続されており、選択トランジスタＳＴｒから印加されたゲート電圧の大きさに応じて有機
電界発光素子ＯＬＥＤに流れる電流を制御することで、有機電界発光素子ＯＬＥＤを駆動
させる。
【００６６】
　選択トランジスタＳＴｒは、例えば、電界効果トランジスタである。選択トランジスタ
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ＳＴｒのソースまたはドレインの一方は、駆動トランジスタＤＴｒのゲートに接続されて
おり、ソースまたはドレインの他方は、信号線ＤＬに接続されている。また、選択トラン
ジスタＳＴｒのゲートは、走査線ＳＬに接続されている。選択トランジスタＳＴｒは、信
号線ＤＬの電圧をサンプリングした後、駆動トランジスタＤＴｒのゲートへ印加すること
で、駆動トランジスタＤＴｒのゲートに印加される信号電圧を制御する。
【００６７】
　容量素子Ｃは、例えば、キャパシタである。容量素子Ｃの一端は、駆動トランジスタＤ
Ｔｒのゲートに接続され、容量素子Ｃの他端は、電源線ＰＬに接続されている。容量素子
Ｃは、駆動トランジスタＤＴｒのゲート－ソース間の電圧を所定の電圧に維持する。
【００６８】
　以上説明した本実施形態に係る表示装置１００においては、個別電極２０間に第３の電
極９０が配置されており、かつ第３の電極９０の電位は、透明共通電極３０の電位に有機
電界発光層１０についての閾値電圧を加えた値よりも小さい。これにより、透明共通電極
３０と個別電極２０とにより有機電界発光層１０に対し電圧を印加し、これに起因して印
加された個別電極２０からリーク電流が発生した場合であっても、第３の電極９０にリー
ク電流が優先的に流れることができる。このため、印加された個別電極２０から隣接する
個別電極２０へリーク電流が流れることが防止される。この結果、意図しない個別電極２
０と透明共通電極３０との間でリーク電流による電圧が生じ有機電界発光層１０が発光す
ることが防止される。そして、周囲の他色に対応する画素が意図せずに発光することが防
止され、表示装置１００において広い色域での画像の表示が可能となる。
【００６９】
　また、上述したように、リーク電流の影響は、画素ピッチが小さいほど大きい。また、
１０ｕｍ以下のような微細な画素ピッチを実現する場合には、連続した白色の有機電界発
光層を配置し、カラーフィルタ層により色変換を行うことが適しているが、一方で、連続
した有機電界発光層においても、リーク電流の影響が大きい。上述した本実施形態に係る
表示装置１００は、このような微細な画素ピッチを採用した場合であっても画素間におけ
るリーク電流の影響を十分に抑制可能である。
【００７０】
　＜３．リーク電流の影響の検証＞
　次に、表示装置１００と表示装置２００とを比較して、第３の電極９０の有無によるリ
ーク電流の影響について検証を行う。ここで、表示装置１００および表示装置２００の発
光に関する電源線は、正電圧、例えば８Ｖとし、駆動トランジスタＤＴｒをオンにするこ
とによりアノード（個別電極２０、２２０）の電位を最大６Ｖ程度まで使用できるように
設定した。これは、駆動トランジスタＤＴｒのソース・ドレイン間で最大２Ｖ程度の電位
降下が発生するような設計である。一方で、カソード（透明共通電極３０、２３０）の電
位は接地電位（０Ｖ）に設定した。
【００７１】
　まず、図１９に示す有機電界発光層２１０の電流－電圧特性をもとに、第３の電極９０
が存在しない場合に発光電流および隣接する個別電極２２０へ流れてしまうリーク電流を
推定した結果を図５を示す。また、合わせて、表示装置１００における発光電流および隣
接する個別電極２０へ流れてしまうリーク電流を測定した結果を図５に示す。図５のグラ
フ中の数値は、発光させる場合の個別電極２０、２２０の電圧値を示す。
【００７２】
　横軸に示した発光電流すなわち有機電界発光層２１０を貫通して流れる電流が１０－１

２Ａ以下の場合にはリーク電流はもはや発光電流の１／１０以上に達し、１０－１３Ａ以
下では発光電流とほぼ同等になってしまう。一方で、第３の電極９０を０Ｖに設定した表
示装置１００においては、リーク電流は、表示装置２００の１／１０程度まで抑制されて
おり、特に３Ｖ以下の低電圧側においてリーク電流の抑制効果が顕著であった。さらに、
第３の電極９０を－２Ｖに設定した表示装置１００においては、リーク電流は、表示装置
２００の１／１００以下にまで抑制可能であった。
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【００７３】
　さらに、ある１つの個別電極２０、２２０に種々の電圧を加えた場合に隣接する個別電
極２０、２２０に流れるリーク電流を発光電流で割った値を１から減じた値を図６に示す
。このグラフ中の縦軸の値は、発光電流とリーク電流との関係を示すため、表示装置１０
０、２００の色域の広さの目安となる。図６の横軸は輝度を示しており、具体的にはその
有機電界発光素子ＯＬＥＤの全副画素すなわち全画素に属する赤・緑・青の全副画素の個
別電極２０、２２０を所定の電圧で光らせた場合の輝度である。
【００７４】
　図６に示すように、第３の電極９０を有しない表示装置２００においては、十分に視認
可能な輝度である１ｎｉｔにおいて、個別電極２２０間のリーク電流による色域低下が無
視できなくなっており、実際に試作したパネルにおいても色域低下が認められ、改善が必
要であった。
【００７５】
　これに対し、第３の電極９０を有する表示装置１００では、０．００１ｎｉｔという視
認不可能なほどの低輝度においても混色の原因となるリーク電流は、発光電流の１／１０
以下であり、色域の低下は１０％程度に留まることができた。しかしながら、図６に示す
ように、色域の広さを鑑みると、第３の電極９０の電位を透明共通電極３０の電位０Ｖよ
りもさらに低い電圧（－２Ｖ）にする効果は劇的ではなかった。一方で、第３の電極９０
を透明共通電極３０の電位よりも低くする場合には、表示装置１００全体としての消費電
力が大きくなる場合がある。したがって、個別電極２０間のリーク電流を極限まで抑制す
る必要がある場合には第３の電極９０の電位を透明共通電極３０の電位よりもさらに低く
することが考えられた。
【００７６】
　なお、表示装置１００において第３の電極９０は、面積の小さな点状として配置された
が、上述したようにリーク電流の抑制が十分に可能であった。このような表示装置１００
における個別電極２０の面積は、図１６に示す表示装置２００における個別電極２２０の
面積と比較して、１２％程度のみ小さいものであり、有機電界発光層１０の劣化寿命への
影響も最小限に抑制することが可能であった。
【００７７】
　＜４．変形例＞
　以上、本開示の一実施形態について説明した。以下では、本開示の上記実施形態の幾つ
かの変形例を説明する。なお、以下に説明する各変形例は、単独で本開示の上記実施形態
に適用されてもよいし、組み合わせで本開示の上記実施形態に適用されてもよい。また、
各変形例は本開示の上記実施形態で説明した構成に代えて適用されてもよいし、本開示の
上記実施形態で説明した構成に対して追加的に適用されてもよい。
【００７８】
　まず、上述した実施形態においては、透明共通電極３０がカソードであり、個別電極２
０がアノードであるとして説明したが、本開示はこれに限定されない。透明共通電極３０
はアノードであってもよく、個別電極２０はカソードであってもよい。この場合において
、有機電界発光層１０に対し電圧が印加される際に、透明共通電極３０の電位は、個別電
極２０の電位よりも大きい。そして、第３の電極９０の電位は、透明共通電極３０の電位
から有機電界発光層１０についての閾値電圧を減じた値よりも大きい。これにより、個別
電極２０間のリーク電流の抑制効果を得ることができる。
【００７９】
　上記の場合、第３の電極９０の電位は、好ましくは透明共通電極３０の電位以上であり
、より好ましくは透明共通電極３０の電位と同一である。さらに、第３の電極９０の電位
の上限は、特に限定されず、有機電界発光層１０に逆方向の電流が実質的に流れない範囲
内にあればよい。しかしながら、上述したリーク電流の抑制効果は、第３の電極９０の電
位を、透明共通電極３０の電位より２Ｖ大きくすれば十分に得られる。
【００８０】
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　また、上述した実施形態においては、画素および個別電極２０の形状は六角形をなして
いたが、本開示はこれに限定されない。また、個別電極の周囲の第３の電極の配置も、個
別電極の形状や、その用途に応じて適宜変更してもよい。
【００８１】
　このような個別電極の形状や第３の電極の配置を変更した例を、図７～９に示す。図７
においては、赤色、緑色および青色に対応する個別電極２１Ｒ、２１Ｇ、２１Ｂは、その
画素の形状に応じて長方形をなしており、ストライプ状に配置されている。また、第３の
電極９０Ａは、個別電極２１Ｒ、２１Ｇ、２１Ｂの角部の延長線上に、個別電極２１Ｒ、
２１Ｇ、２１Ｂと短絡しない程度に離間されて配置されている。
【００８２】
　図８においては、赤色、緑色および青色に対応する個別電極２２Ｒ、２２Ｇ、２２Ｂは
、その画素の形状に応じて正方形をなしている。また、第３の電極９０Ｂは、個別電極２
２Ｒ、２２Ｇ、２２Ｂの角部の延長線上に、個別電極２２Ｒ、２２Ｇ、２２Ｂと短絡しな
い程度に離間されて配置されている。しかしながら、各個別電極２２Ｒ、２２Ｇ、２２Ｂ
の１部の角部の延長線上においては、第３の電極９０Ｂが配置されていない。このように
第３の電極９０Ｂは、規則的に配列されるとともに、一部分については、必要に応じて配
置されなくてもよい。また、リーク電流の影響を与えやすい個別電極に対して、その周囲
に第３の電極を配置し、一方で、他の個別電極の周囲においては第３の電極を配置しなく
てもよい。
【００８３】
　また、図９においては、カラーフィルタ層に色変換部材を用いない白色画素を有する場
合の個別電極２３Ｒ、２３Ｇ、２３Ｂ、２３Ｗの配置が示されている。赤色、緑色、青色
および白色に対応する個別電極２３Ｒ、２３Ｇ、２３Ｂ、２３Ｗは、その画素の形状に応
じて正方形をなしている。また、また、第３の電極９０Ｃは、個別電極２３Ｒ、２３Ｇ、
２３Ｂ、２３Ｗの角部の延長線上に、個別電極２３Ｒ、２３Ｇ、２３Ｂ、２３Ｗと短絡し
ない程度に離間されて配置されている。このような白色画素を採用する場合、最大輝度の
向上に有利である。
【００８４】
　なお、以上説明した実施形態および変形例では、第３の電極を点状のものとして説明し
たが本開示はこれに限定されない。例えば第３の電極は、種々の形状を取り得ることがで
き、例えば、個別電極間に延びる線状の電極であることができる。また、第３の電極は、
個別電極間を延びる網目状をなしていてもよい。
【００８５】
　また、個別電極および第３の電極の層間絶縁膜上における配置も適宜、これらの形成方
法に応じて変更することができる。図１０においては、層間絶縁膜８０Ａは、凸部８０３
を有し、凸部８０３上に個別電極２４および第３の電極９０Ｄが配置されている。このよ
うな層間絶縁膜８０Ａ、個別電極２４および第３の電極９０Ｄは、一般的なＬＳＩ（ｌａ
ｒｇｅ－ｓｃａｌｅ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）の配線で使用されるよう
な層間絶縁膜上にアノードと新規共通電極を形成して、公知のフォトリソグラフィーとド
ライエッチングを用いて加工して得ることができる。
【００８６】
　図１１においては、個別電極２５および第３の電極９０Ｅの隙間領域に層間絶縁膜８０
Ｂがさらに埋め込まれている。このような場合、個別電極２５、第３の電極９０Ｅおよび
層間絶縁膜８０Ｂによって形成される平面が比較的平滑であるため、有機電界発光層を形
成した場合に局所的に薄い部分を形成することを防止することができる。この結果、部分
によらず均一な発光が可能となる。このような構造も、公知の一般的なＬＳＩ製造プロセ
スやＴＦＴ（ｔｈｉｎ－ｆｉｌｍ－ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）製造プロセスを用いて実現す
ることができる。
【００８７】
　また、図１２においては、層間絶縁膜８０Ｃは、凸部８０３Ａを有し、凸部８０３Ａ上
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に個別電極２６および第３の電極９０Ｆが配置されている。そして、個別電極２６および
第３の電極９０Ｆには、絶縁膜８０５が形成されている。この場合、絶縁膜８０５の開口
領域の有機電界発光層が発光することとなり、実効的な個別電極２６の面積は、絶縁膜８
０５によって囲まれた開口部の面積となる。このような構造は、図１０における構造に対
し、さらに電極上に絶縁膜を形成し、その後開口部を形成するように絶縁膜の一部を除去
することにより形成することができる。
【００８８】
　また、第３の電極へ給電を行う配線としては、例えば図１３に示すように、金属からな
る遮光層８８を代替的に用いてもよい。遮光層８８は、層間絶縁膜８０中に配置され、有
機電界発光層１０から発せられる光を遮断し、より下層にある画素駆動用のＭＯＳトラン
ジスタやＴＦＴを保護する。遮光層８８は、表示装置１００の表示部全体において連続し
て形成されており、例えば窒化チタンやタングステンなどの反射率と透過率の低い金属層
で形成することができる。このような遮光層８８と第３の電極９０とをコンタクト８７Ａ
で接続するとともに、遮光層８８を外部回路と接続することにより、第３の電極９０の電
位の設定が可能となる。
【００８９】
　また、上述した実施形態では、個別電極２０は、反射板としての機能を有するものとし
てしたが、本開示はこれに限定されない。例えば、図１４に示すように個別電極２７は、
酸化インジウム亜鉛、または酸化インジウムスズなどの透明導電性材料にて透明電極とし
て形成されている。一方で、層間絶縁膜８０Ｄ中の個別電極２６の下方には、金属膜等の
反射板８９が配置される。
【００９０】
　また、本開示に係る表示装置は、ボトム・エミッション型であってもよい。この場合、
個別電極は透明電極であり、層間絶縁膜における反射板は省略される。
【００９１】
　さらに、上述した実施形態においては、有機電界発光層は、複数の画素に渡り連続して
形成されていたが、これに限定されず、赤、緑、青のそれぞれの色を発光するような有機
電界発光層をマスク蒸着などで色毎に分割して形成してもよい。このような画素ピッチが
数十ミクロン以上など比較的大きい場合には、このように有機電界発光層を色毎に分割す
る方式が適している。また、表示装置をアモルファスシリコン、多結晶シリコン、酸化物
半導体などからなる薄膜トランジスタで駆動する場合においても、このような構成が可能
である。このように有機電界発光層を色毎に分割した場合であって、第３の電極を有する
本開示に係る表示装置は、好適に画素間のリーク電流を抑制することができる。
【００９２】
　表示装置の発光の駆動に用いる回路構成としては、図４に示されるものに限定されるも
のではなく、公知の種々の回路を採用することができる。また画質のパネル内均一性向上
のための補正動作などを備えた種々の画素駆動方式が考案されているが、これらの詳細な
画素駆動方式によらず本開示の技術を幅広く適用可能である。ただし、場合によっては第
３の電極に加える電圧を常に一定値に保つのではなく、補正動作など発光に対する寄与が
小さい期間には定電位線と第３の電極との間に設置されたトランジスタなどのスイッチを
オフにする、などの制御を採用してもよい。
【００９３】
　＜５．まとめ＞
　以上説明したように、本開示によれば、有機電界発光素子を有する表示装置において、
個別電極間のリーク電流の影響を抑制することが可能である。したがって、周囲の他色に
対応する画素が意図せずに発光することが防止され、表示装置において広い色域での画像
の表示が可能となる。
【００９４】
　なお、上述した表示装置は、入力された画像信号または内部で生成した画像信号を静止
画像または動画像として表示する様々な電子機器の表示部として用いることも可能である
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。このような電子機器としては、例えば、半導体メモリ等の記憶媒体を備える音楽プレイ
ヤー、デジタルカメラおよびビデオカメラなどの撮像装置、ノート型パーソナルコンピュ
ータ、ゲーム機器、ならびに携帯電話およびスマートフォンなどの携帯情報端末などを例
示することができる。
【００９５】
　以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有
する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更
例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技
術的範囲に属するものと了解される。
【００９６】
　また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的または例示的なものであって限定
的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記の効果とともに、または上記の効果に代
えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
【００９７】
　なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
（１）
　有機電界発光層と、
　前記有機電界発光層の一方の主面側に配置され、複数の画素に共通する第１の電極と、
　前記有機電界発光層の他方の主面側に、かつ前記画素毎に個別に配置される複数の第２
の電極と、
　前記有機電界発光層の他方の主面側に、かつ、前記複数の第２の電極同士の間に配置さ
れる複数の第３の電極と、を有する、表示装置。
（２）
　前記有機電界発光層に対し電圧が印加される際に、前記第１の電極の電位は前記第２の
電極の電位よりも小さく、かつ、前記第３の電極の電位は、前記第１の電極の電位に前記
有機電界発光層についての閾値電圧を加えた値よりも小さい、前記（１）に記載の表示装
置。
（３）
　前記第３の電極の電位は、前記第１の電極の電位以下である、前記（２）に記載の表示
装置。
（４）
　前記有機電界発光層に対し電圧が印加される際に、前記第１の電極の電位は前記第２の
電極の電位よりも大きく、かつ、前記第３の電極の電位は、前記第１の電極の電位から前
記有機電界発光層についての閾値電圧を減じた値よりも大きい、前記（１）に記載の表示
装置。
（５）
　前記第３の電極の電位と前記第１の電極の電位とが同一である、前記（２）～（４）の
いずれか一項に記載の表示装置。
（６）
　前記第３の電極は、平面視にて島状に配置されている、前記（１）～（５）のいずれか
一項に記載の表示装置。
（７）
　前記第３の電極は、平面視にて、互いに隣接する複数の前記第２の電極から等間隔とな
るように配置されている、前記（１）～（６）のいずれか一項に記載の表示装置。
（８）
　前記第２の電極と、前記第３の電極とは、同一層内に配置されている、前記（１）～（
７）のいずれか一項に記載の表示装置。
（９）
　前記有機電界発光層は、平面視にて、前記複数の画素に渡り連続して形成されている、
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（１０）
　有機電界発光層と、
　前記有機電界発光層の一方の主面側に配置され、複数の画素に共通する第１の電極と、
　前記有機電界発光層の他方の主面側に、かつ前記画素毎に個別に対応して配置される複
数の第２の電極と、
　前記有機電界発光層の他方の主面側に、かつ、前記複数の第２の電極同士の間に配置さ
れる複数の第３の電極と、を有する表示部を備える、電子機器。
【符号の説明】
【００９８】
　１０、２１０　　　　　　　　有機電界発光層
　２０、２０Ｂ、２０Ｇ、２０Ｒ、２１Ｂ、２１Ｇ、２１Ｒ、２２Ｂ、２２Ｇ、２２Ｒ、
２３Ｂ、２３Ｇ、２３Ｒ、２３Ｗ、２４、２５、２６、２７、２２０、２２０Ｂ、２２０
Ｇ、２２０Ｒ　　　　　　　　　個別電極
　２０１　　　　　　　　　　　電極
　２０２　　　　　　　　　　　光反射層
　３０、２３０　　　　　　　　透明共通電極
　４０、２４０　　　　　　　　保護絶縁膜
　５０、２５０　　　　　　　　カラーフィルタ層
　５０Ｒ、２５０Ｒ　　　　　　赤色カラーフィルタ
　５０Ｇ、２５０Ｇ　　　　　　緑色カラーフィルタ
　５０Ｂ、２５０Ｂ　　　　　　青色カラーフィルタ
　６０、２６０　　　　　　　　封止樹脂
　７０、２７０　　　　　　　　カバーガラス
　８０、８０Ａ、８０Ｂ、８０Ｃ、８０Ｄ、２８０　　　層間絶縁膜
　８１、８５、８７Ａ、２８１　　　　　コンタクト
　８３、８７、２８３　　　　　配線
　８８　　　　　　　　　　　　遮光層
　８９　　　　　　　　　　　　反射板
　９０、９０Ａ、９０Ｂ、９０Ｃ、９０Ｄ、９０Ｅ、９０Ｆ　　　第３の電極
　１００、２００　　　　　　　表示装置
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摘要(译)

[问题]提供一种显示装置和电子设备，其中像素之间的泄漏电流被抑
制。 [解决方案]该显示装置包括：有机电致发光层；和 第一电极，其设
置在有机电致发光层的一个主表面侧，并且由多个像素共享； 多个第二
电极，其布置在有机电致发光层的另一主表面侧上并且分别布置到每个
像素； 多个第三电极，其布置在有机电致发光层的另一个主表面侧上，
并且布置在多个第二电极中的每个之间。
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